
サマリー 第1章「合理的配慮とは」

１ 合理的配慮とは

文部科学省
ホームページ

2 合理的配慮の提供に係るポイント

■合理的配慮の否定は、障害を理由とする差別に含まれる。

■学校として過度な負担と思われる場合、代替案を提示して話し合うなど、建設的な
対話による合意形成に努めること。
＊第三者による調整が必要な場合も有る。

■合理的配慮の範囲に係るポイントは次の3つ

・学習目標達成に資するものに限られること

・同等の機会の提供を受けるためのものであること

・目的、内容、機能の本質的な変更には及ばないこと

コラム ❶「対話において避けるべき３つの考え方」

前例がないので
対応できない

特別扱いはでき
ない

何かあってはいけ
ないのでできない

・前例がないことは、
提供を断る理由に
ならない

・個別のニーズに
応じた柔軟な検討を
する必要がある

・学業における合理
的配慮提供の目的
は、障害のない人と
同じ「学びのスタート
ラインに立つこと」

・漠然としたリスクの
可能性は、 提供を
断る理由にならない

・リスクの具体やその
低減策などを学校組
織として検討すること

政府広報オンライン『事業者による障害のある人への
「合理的配慮の提供」が義務化』参照

■障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・
行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当
な変更・ 調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況
に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの。

■学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した
又は過度の負担を課さないもの。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html


3 「基礎的環境整備」と「合理的配慮」の関係

国、都道府県、市町村、学校による環境整備
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■まずは、校内の基礎的環境整備の充実に努めることが重要

4 「合理的配慮の提供」に係る主な手続き及び留意点

① 個別の教育支援計画等の引継ぎ

② 本人・保護者からの申請（相談）等

③ 校内委員会等の開催

④ 本人・保護者との提供内容に係る合意形成等

⑤ 合理的配慮の提供

＊提供後は随時、評価及び見直し

■「合理的配慮の提供」に係る主な手続き

■留意点

本人の意思の表明の有無や当該事項を合理的配慮と呼ぶか呼ばないかで
はなく、その障害のある子どもが十分な教育を受けられるかどうかの視点から
判断していくことが重要
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サマリー 第２章「合理的配慮の提供の実際」

１ 合理的配慮内容例



施設・設備支援体制教育内容・方法

施設・設備支援体制教育内容・方法

例）読み書きに関する
補助手段の提供

例）クラスの受容的な
人間関係づくり

例）学校内の資源活用
（通級指導教室設置
などの設置と活用）

例）医療的ケア提供に
係る体制整備

例）校内バリアフリー化

例）カームダウンエリア
の確保

2 「合理的配慮の提供」に係る３つのパターン

切れ目なく入学後すぐ

に提供するパターン

合理的配慮の内容

を調整して提供する

パターン

合理的配慮の提供を

提案するパターン
原則

コラム ❷「その他の合理的配慮内容例」

大学入試センター
「令和７年度受験上の
配慮案内」

文部科学省
「高等学校入学者選抜に
おける受検上の配慮に
関する参考資料」

「合理的配慮の提供内容例」に係る参考ホームページ

独立行政法人
国立特別支援教育
総合研究所
インクルーシブ教育
システム構築支援
データベース

https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r7/r7_hairyo.html
https://www.mext.go.jp/content/20221226-mxt_tokubetu02-000008478_01.pdf?fbclid=IwAR11k1fmkYIutdo-Z9vxGf0R0hvg0diYin9ReYS01xuIRcm-vZJl0MUXxYQ
https://inclusive.nise.go.jp/


サマリー 第３章「教育成果につながる要件」

１ 合理的配慮の提供が教育成果につながる要件

https://www.youtube.com/watch?v=FIAdCEhEq64


04 本人の意欲及び自尊心の向上

05 本人参画による検討及び評価

・学校が設定した「３年間を通じて育てたい生徒像」を踏まえて、なりたい姿を具体的
に描くことができるように支援している。

・対象生徒が、自分の成長を実感できるよう、合理的配慮を含む支援を提供すると
ともに、ポジティブなフィードバックを提供することができている。

・配慮内容の検討や決定に際し、対象生徒自身の意見や希望等を積極的に取り
入れている。

・合理的配慮の効果を定期的に本人と一緒に評価し、必要に応じて改善点を話し
合っている。

・対象生徒自身が、自分の学びのプロセスに主体的に関与し、自己効力感等を
高めることができている。

・対象生徒が、他の生徒と比べるのではなく、自分自身の成長に意識を向けられる
ように働きかけ、自己尊重の意識を高めることができるようにすることができている。



サマリー 第４章「進学先への引継ぎ」

１ 進学先へ合理的配慮の内容を引き継ぐ場合の留意点等

■共通テスト等で特別な配慮を申請するためには、高等学校等でその内容が合理的
配慮として提供されていることが要件となる場合が多い

■そのことを確認するために実施状況を書面で報告したり、個別の教育支援計画の
写しの提出が求められたりすることがある

■作成、記録された個別の教育支援計画を高等学校から進学先へ引き継ぐときには、
注意が必要

■本人の意向を確認しないまま、個別の教育支援計画を引き継いでしまうと、人権侵害
になる恐れがある

■高等学校在学中から、自分の権利を守ることについて、丁寧に指導・支援していくこと
が大切

■できるだけ早くから、志望校のオープンキャンパスに参加し、学生支援窓口のような
部署の話を聞くこと

■大学等になると、自分から求めていかないと、合理的配慮の提供を受けることができ
ない

2 「個別の教育支援計画」とは

■ 「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に
把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点（約３
年を目安）で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援
を行うことを目的とした書類

■家庭を含めた関係機関と情報を共有するツールであり、作成に当たっては、保護者
の同意が必要

■作成のポイントは次の３つです。
・いつまでに作成するかを決めておくこと
・分担して作成すること
・それぞれの学校が定めた「３年間を通じて育てたい生徒像」
を踏まえて、なりたい姿を考えること

特別支援教育課HP
「個別の教育支援
計画」参考様式

https://www.pref.okayama.jp/site/16/960632.html


サマリー 第５章「就職先への引継ぎ」

１ 2種類の求人と、それぞれの主なメリット・デメリットとは

■求人には、一般求人と障害者専用求人があり、一般求人へ応募する際、本人が
職場へ障害を開示して働く（オープン就労）か、開示せずに働く（クローズ就労）
かは、本人が（適宜、保護者等と相談をして）決める必要がある
＊障害者専用求人は、原則障害者手帳が必要であり、職場への開示が前提となる

■それぞれの主なメリット・デメリットは次のとおり

2 「障害者手帳」の種類とは

■ 療育手帳

■ 身体障害者手帳

■ 精神障害者保健福祉手帳



3 「就職先への引継ぎ」に係る留意点

■職場で開示することを前提としたインターンシップを行うときは、あらかじめ本人が働
く上で、どのような合理的配慮が必要か、本人と一緒に整理しておき、就職先が決
まった際に引継ぎができるようにしておくこと

■高等学校に在籍する特別な支援を必要とする生徒の就労においては、まず、一般求人
掲載企業へ応募する際、自身の障害を開示するか、しないかを整理することから始める
ことが一般的

＊本人へ告知済みであることや、本人がある程度自身の障害を受容していることが前提

■一般求人と比べて給与水準が低い傾向などのデメリットはあるが、特別な支援を必要と
する生徒にとって障害者専用求人による就労のメリットは、職場定着の上では大きい

■ある研究結果では、職場定着率の違いが次のように示されている

【12か月後の職場定着率】

●一般求人 （障害非開示） 約30％

●一般求人 （障害開示） 約50％

●障害者専用求人（障害開示） 約70％

障害者職業総合センター
「調査研究報告書No.137障害者の
就業状況等に関する調査研究
（2017年4月）」を基に特別支援
教育課が作成

4 「高等学校就労支援マニュアル」

ダウンロード

■さらに詳しく知りたい場合、県教育庁特別支援教育課が作成している「高等学校就労
支援マニュアル」を参照すること

https://www.pref.okayama.jp/site/16/556707.html

